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第３４回教育研究全国大会（山口大会） 
大
会
主
題 

 
 

「  

新
し
い
時
代
を
創
造
す
る
力
を
育
む
教
育
実
践 

」 

 
 
 

～ 

高
い
志
を
も
ち
、主
体
的
・協
同
的
に
学
ぶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子
供
の
育
成
を
通
し
て 

 

～ 

八
月
五
日
（
土
）
、
六
日
（
日
）
、
海
峡
メ
ッ
セ
下
関
、
シ
ー

モ
ー
ル
パ
レ
ス
に
て
、
教
育
研
究
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。 

 

一
日
目
は
、
全
国
各
団
体
よ
り
選
出
さ
れ
た
教
職
員
の
提
案
発

表
が
、
七
分
科
会
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
ま
し

た
。
島
教
協
か
ら
は
、
出
雲
市
立
大
津
小
学

校
の
勝
部
富
士
子
教
諭
が
、
「
主
体
的
・
協

同
的
に
解
決
す
る
力
を
育
む
学
習
指
導
」
が

テ
ー
マ
の
第
二
分
科
会
で
提
案
発
表
を
行
い

ま
し
た
。
提
案
の
テ
ー
マ
は
『
言
葉
の
力
を

総
合
的
に
伸
ば
し
、
様
々
な
学
習
の
場
で
活

用
で
き
る
要
約
学
習 

～
国
語
科
や
他
教
科

で
の
実
践
を
通
し
て
～
』
で
す
。
文
章
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
再
現
す

る
要
約
学
習
の
方
法
と
効
用
や
、
国
語
科
だ
け
で
な
く
社
会
科
な

ど
他
の
学
習
で
も
要
約
学
習
を
活
用
す
る
こ
と
で
言
葉
の
力
を

し
っ
か
り
と
伸
ば
し
て
い
く
実
践
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
要
約
学
習
で
付
く
力
と
国
語
と
し
て
付
け
た
い
力
の
関
係

や
、
要
約
学
習
を
指
導
し
て
い
く
上
で
の
具
体
的
な
ポ
イ
ン
ト
、

低
位
の
子
へ
の
支
援
等
に
つ
い
て
の
質
問
が
な
さ
れ
、
活
発
な
研

究
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
助
言
者
の
東
京
学
芸
大
学
名
誉
教
授

児
島
邦
宏
先
生
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
国
語
教
育
と
は

違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
言
葉
の
力
を
伸
ば
し
て
い
く
実
践
的
な
取

り
組
み
と
し
て
高
い
評
価
を
得
ま
し
た 

。 

 

分
科
会
に
引
き
続
き
、
助
言
者
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
行
わ
れ
、
各
会

場
で
様
々
な
教
育
課
題
に
つ
い
て
最
新
の
情
報
を
基
に
し
た
内
容

の
濃
い
講
話
が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

 

二
日
目
の
全
体
会
に
は
下
間
康
行
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
審
議

官
を
は
じ
め
た
く
さ
ん
の
国
会
議
員
や
関
係
機
関
の
方
々
が
臨
席

さ
れ
、
全
日
教
連
の
活
動
に
力
強
い
エ
ー
ル
を
送
っ
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。  

 

 

ま
た
、
記
念
講
演
は
「
夢
持
ち
続
け
日
々

精
進
」
と
い
う
演
題
で
、
講
師
は
ジ
ャ
パ

ネ
ッ
ト
た
か
た
創
業
者
の
高
田
明
氏
で
し

た
。
シ
ン
プ
ル
に
物
事
を
考
え
て
、
真
剣
に

が
ん
ば
っ
て
今
を
生
き
れ
ば
、
問
題
解
決
に

つ
な
が
り
、
未
来
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。
結
果
で
は
な
く
一
生
懸
命
取
り
組
ん

だ
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
大
切
で
、
い
つ
か
報
わ

れ
る
こ
と
。
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
理
念
）
を
も

ち
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
（
情
熱
）
を
も
っ
て
夢
を
語
り
、
ア
ク
シ
ョ
ン

（
行
動
）
を
具
体
的
に
起
こ
す
こ
と
で
、
人
生
は
い
つ
か
ら
で
も
ス

タ
ー
ト
で
き
る
こ
と
な
ど
を
自
身
の
経
験
や
実
演
を
交
え
な
が
ら
熱

く
語
っ
て
く
だ
さ
り
、
た
く
さ
ん
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

参
加
者
か
ら
は
「
と
て
も
素
晴
ら
し
い
会

で
全
て
が
勉
強
に
な
っ
た
。
」
「
高
田
先
生

の
講
演
は
教
師
の
人
生
に
直
結
し
た
話
だ
っ

た
。
」
「
様
々
な
分
野
の
最
先
端
の
話
を
聞

く
こ
と
が
で
き
る
７
つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
１

つ
し
か
聴
講
で
き
な
い
の
が
残
念
な
ほ
ど

だ
っ
た
。
」
と
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

な
お
、
来
年
度
の
教
研
大
会
は
徳
島
県
で
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。 

 
  

 

七
月
五
日
・
六
日
に
福

岡
県
、
大
分
県
に
お
い
て

集
中
豪
雨
が
発
生
し
ま
し
た
。
全
日
教
連
か
ら
、
被
災
地
の
復
興
と

学
校
を
は
じ
め
と
す
る
避
難
所
の
運
営
、
子
ど
も
た
ち
の
学
校
生
活

や
学
習
活
動
を
平
常
に
戻
す
た
め
に
必
要
な
財
政
的
支
援
に
つ
な
げ

る
た
め
に
、
福
岡
県
、
大
分
県
へ
の
義
援
金
を
送
る
と
の
要
請
が
各

単
位
団
体
に
あ
り
ま
し
た
。
島
教
協
は
執
行
委
員
に
よ
り
協
議
を
行

い
、
こ
の
要
請
に
協
力
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
基
金
積
立
金

の
中
か
ら
三
万
円
を
拠
出
し
、
直
ち
に
全
日
教
連
へ
送
金
を
お
こ
な

い
ま
し
た
。
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
何
卒
ご
理
解
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

九
州
北
部
豪
雨
災
害
に
義
援
金 



平成2９年人事院勧告（国家公務員）について 

 平成29年8月8日、人事院は、国会及び内閣に対

し、国家公務員の給与及び勤務時間について勧告し

ました。  

 人事院勧告は、一般職の職員の給与について報告

と勧告、一般職の職員の勤務時間についての報告と

勧告、あわせて、公務員人事管理についての報告か

ら成り立っています。 

 人事院勧告は、即決定ではありません。 

 民間の給与月例給や特別給の支給割合と国家公務

員の給与や特別給を比較し、民間給与との較差を是

正するために、国会と内閣に対して勧告するもので

す。今後、内閣が案をつくり国会で決定されます。 

 私たち島根県の公立学校教職員の給与等は、島根

県人事委員会が県議会と知事に対して行う「職員の

給与等に関する勧告」に基づき改定されます。また

幼稚園職員の給与等は、市町村ごとに改定されま

す。 

 国の人事院勧告は、地方の人事委員会勧告や給与

改定の指標ともなっています。 

 島教協は、今年度も島根県人事委員会に対して、

給与改定を始め、勤務条件等の改善についての要望

を行う予定です。 

月例給、ボーナスともに引上げ（４年連続） 

①月例給 

   初任給は１，０００円引き上げ 

   若年層についても同程度の改定 

   その他は、それぞれ４００円の引き上げ 

              （平均改定率０．２％） 

②ボーナスは 0.10月分引上げ 勤勉手当に配分 

   29年度  12月期  勤勉手当0.95月（現行0.85月） 

   30年度  6月期 勤勉手当0.90月 

        12月期 勤勉手当0.90月 

③実施時期  平成２９年４月１日 

給与制度の総合的な見直し等 

・本府省業務調整手当の手当額を改定 

・昇給抑制の回復措置の実施 

  経過措置（平成27年4月からの俸給表水準の引き下げ 

 に伴い、激変を緩和するため、3年間に限り現給保障）     

 の廃止（平成30年3月31日をもって廃止）等に伴って生 

 ずる原資を用いて、平成27年1月1日に抑制された昇給 

 を回復することとし、平成30年4月1日において37歳に   

 満たない職員の号俸を同日に１号俸上位の号俸とする  

「小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行期間中における

学習指導等について」の通知が7月7日発出されました。 

 平成29年3月31日に公示された新しい小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領に移行するために必要

な措置が平成29年7月7日に公示され、移行期間における教育課程の編成・実施に当たっての留意事項が示さ

れました。 

 学習指導要領の改訂に伴う移行措置の概要    （一部を抜粋） 
 １ 教科等ごとの取扱い 

  （１）総則、総合的な学習の時間、特別活動 

     →教科書の対応を要するものではないため、平成30年度から新学習指導要領による。 

  （２）指導内容や指導する学年の変更などにより特例を定める教科 

     →指導する学年の変更などにより指導内容の欠落が生じることのないよう特例を定める。 

      【小：国語、社会、算数、理科 中：国語、社会、数学、理科、保健体育】 

  （３）上記以外の教科 

     →新学習指導要領によることができることとする。 

      【小：生活、音楽、図画工作、家庭、体育 中：音楽、美術、技術・家庭、外国語】 

  （４）道徳科 

     →平成27年3月の一部改正により特別の教科化をしており、小学校は平成30年度から新学習指導要領に 

      よることとし、中学校は平成31年度から新学習指導要領による(平成30年度は先行可能）。 

 ２ 小学校における外国語 

     →下記の表の授業時数のとおり外国語活動を実施することとし、新学習指導要領の外国語活動（3､4学 

      年）及び外国語科（5､6学年）の内容を一部を加えて必ず取り扱うものとする。 

 ３ 授業時数の特例 

   平成30年、31年度における外国語活動の授業時数及び総授業時数は、下表に定める時数を標準とし、外国語 

  活動の授業時数の授業の実施のために特に必要がある場合には、年間総授業時数及び総合的な学習の授業時数 

  から15単位時間を超えない範囲内で授業時数を減じることができることとする。 

            

 

 

  第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 

外国語活動の授業時数     １５ １５ ５０ ５０ 

総授業時数 ８５０ ９１０ ９６０ ９９５ ９９５ ９９５ 


